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令和６年３月２７日判決言渡   

令和５年（行ケ）第１００３４号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和６年１月２９日 

判      決 

 5 

原       告    白崎ベルベツト工業有限会社 

同訴訟代理人弁護士    松   田   和   也 

同訴訟代理人弁理士    増   田       建 

                川   崎       仁 

被       告    有 限 会 社 ブ イ テ ッ ク 10 

同訴訟代理人弁護士    網   谷       威 

同訴訟代理人弁理士    中   出   朝   夫 

主      文 

１ 特許庁が無効２０２０－８０００４５号事件について

令和５年２月２８日にした審決を取り消す。 15 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 原告の求めた裁判  

 主文同旨 

第２ 事案の概要 20 

本件は、無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり、争点は、進歩性欠

如、サポート要件違反、新規性欠如、冒認出願の各無効理由についての判断の誤り

の有無である。 

１ 特許庁における手続の経緯 

被告は、発明の名称を「立毛シートの製造方法」とする発明につき、Ａ（以下「Ａ」25 

という。）を発明者として、平成２８年１２月２７日に特許出願をし、平成３０年３
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月１６日、特許第６３０４６３４号として特許権の設定登録（請求項の数４）を受

けた（以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る明細書及び図面を併

せて「本件明細書」という。甲９４）。 

原告及びＢ（以下「Ｂ」という。）は、令和２年５月１１日、特許庁に対し、本件

特許を無効にすることを求めて審判の請求をし、特許庁は、これを無効２０２０－5 

８０００４５号事件として審理した。特許庁は、令和５年２月２８日、「本件審判の

請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、本件審決の

謄本は、同年３月１０日、原告に送達された。 

なお、原告及びＢは、上記審判において、Ｂが本件特許に係る発明の発明者であ

り、本件特許には冒認出願の無効理由があると主張していたものであるが、原告は、10 

令和元年１１月１６日、Ｂが有するとされる本件特許に係る発明の特許を受ける権

利の一部譲渡を受けており、上記審判請求時には、同権利を共有していた（甲１６）。

Ｂは、令和３年１２月１３日に死亡し、その相続人の全員が相続放棄をしたことか

ら（甲１１０、１１１（特記しない限り枝番があるものは枝番を含む。以下同じ。））、

Ｂが有していたとされる特許を受ける権利は、全て原告に帰属する（民法２６４条、15 

２５５条）。 

原告は、令和５年４月５日、本訴を提起した（当裁判所に顕著）。 

２ 発明の要旨 

本件特許の特許請求の範囲の請求項１から４までの記載は、次のとおりである（以

下、請求項１から４までに係る発明をそれぞれ請求項の番号に応じて「本件発明１」20 

などといい、本件発明１から４までを併せて「本件各発明」という。甲９４）。 

【請求項１】 

熱可塑性繊維糸からなる一対の織物基布の間にパイル糸を織り込んで、ベルベッ

ト織組織の基材生地を製織する製織工程と、 

前記パイル糸をカットして２枚の立毛シートを形成する切断工程と、 25 

この立毛シートをスチーマーにより高温水蒸気で蒸す蒸し工程と、 
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前記立毛シートをヒートセッターにより形態安定化せしめるプレセット工程と、 

前記立毛シートを洗浄する精練工程と、 

前記立毛シートを染料により着色する染色工程と、 

脱水機により前記染料を脱水する脱水工程と、 

前記立毛シートを熱風で乾燥させる乾燥工程とを含んで構成されることを特徴と5 

する立毛シートの製造方法。 

【請求項２】 

蒸し工程において、スチーマー内で立毛シートを垂下させた状態で配置して蒸す

ことを特徴とする請求項１記載の立毛シートの製造方法。 

【請求項３】 10 

乾燥工程において、タンブラーにより回転させながら立毛シートを熱風で乾燥さ

せることを特徴とする請求項１または２記載の立毛シートの製造方法。 

【請求項４】 

切断工程後のパイル糸の長さを、織物基布から３～１０ｍｍの範囲で突出させる

ことを特徴とする請求項１～３の何れか一つに記載の立毛シートの製造方法。 15 

３ 本件審決の理由の要点 

(1) 無効理由２（サポート要件違反）について 

本件各発明は、「簡素な工程で、長めの立毛パイルであっても立毛性を確実に付与

することができ、特に、化粧用具の材料に適した立毛シートの製造方法を提供する

こと」（本件明細書の【０００８】）を課題としている。 20 

 本件明細書の記載によれば、「長めの立毛パイルであっても立毛性を確実に付与」

するための手段として、「蒸し工程による湿潤下における加熱処理と、乾燥工程によ

る湿潤下における加熱処理とが相俟って、熱可塑性繊維糸が収縮して熱履歴によっ

て織物基布の地組織を確実に締め付け・・・熱履歴によって高い立毛性を得る」（【０

０１４】～【００１６】）ことがあげられている。当該記載からは、「熱可塑性繊維25 

糸からなる一対の織物基布の間にパイル糸を織り込んで、ベルベット織組織の基材
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生地を製織する製織工程」と、「この立毛シートをスチーマーにより高温水蒸気で蒸

す蒸し工程」と、「前記立毛シートを熱風で乾燥させる乾燥工程」を含む本件発明１

が本件各発明の課題を解決することを理解することができる。  

よって、本件発明１及び本件発明１を引用する本件発明２～４についての特許は、

原告が主張する無効理由２によって無効とすることはできない。 5 

 (2) 無効理由１（甲１１（特開昭６４－４０６３７号公報）に記載された発明及

び甲１２（特開昭６２－１９１５６６号公報）に記載された事項に基づく進歩性欠

如）について 

ア 甲１１には次の発明（以下「甲１１発明」という。）が記載されている。 

両面綿パイル織物の製織において、地経糸としてアクリル繊維１００％の５２番10 

手双糸を、地緯糸およびパイル引出し用抜緯糸としてとしてポリエステル繊維バル

キー紡績糸の３０番手双糸を、またパイル糸として綿１００％の２０綿番手双糸で

撚係数α＝３．２、上下比５５％の綿糸を用い、パイル長を表面４．５ｍｍ、裏面

５．０ｍｍに設定して製織し、上下の織物地に掛け渡されたパイル糸をその中央部

でカットし、  15 

二枚のパイル織物を製造して得られた生機の裏面側の抜緯糸を引き抜く前に蒸し

箱にて蒸熱処理（１００℃、２０分）を行い、蒸熱後に引き抜くことによりパイル

を引き出して両面綿パイル織物とし、 

この織物をウインスで淡いベージュに染色し、 

柔軟加工後にタンブラ乾燥し、毛割加工、剪毛加工を行う 20 

両面パイル織物の製造方法。 

イ 甲１１発明と本件発明１とを対比すると、次の点で一致し、相違する。 

［一致点１］ 

「熱可塑性繊維糸からなる一対の織物基布の間にパイル糸を織り込んで、ベルベ

ット織組織の基材生地を製織する製織工程と、 25 

前記パイル糸をカットして２枚の立毛シートを形成する切断工程と、 
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この立毛シートをスチーマーにより高温水蒸気で蒸す蒸し工程と、 

前記立毛シートを染料により着色する染色工程と、 

前記立毛シートを熱風で乾燥させる乾燥工程とを含んで構成される立毛シートの

製造方法。」 

［相違点１］ 5 

本件発明１は、「この立毛シートをスチーマーにより高温水蒸気で蒸す蒸し工程」

の後であって、「前記立毛シートを洗浄する精練工程」、「前記立毛シートを染料によ

り着色する染色工程」、「脱水機により前記染料を脱水する脱水工程」及び「前記立

毛シートを熱風で乾燥させる乾燥工程」の前に、「前記立毛シートをヒートセッター

により形態安定化せしめるプレセット工程」を行うのに対して、甲１１発明は、そ10 

のようなプレセット工程を行うことが特定されていない点。 

［相違点２］ 

本件発明１は、「前記立毛シートを染料により着色する染色工程」の前に、「前記

立毛シートを洗浄する精練工程」を行うのに対して、甲１１発明は、「この織物をウ

インスで淡いベージュに染色」する前に、そのような精練工程を行うことが特定さ15 

れていない点。 

［相違点３］ 

本件発明１は、「前記立毛シートを染料により着色する染色工程」の後であって、

「前記立毛シートを熱風で乾燥させる乾燥工程」の前に、「脱水機により前記染料を

脱水する脱水工程」を行うのに対して、甲１１発明は、「この織物をウインスで淡い20 

ベージュに染色」した後で、「柔軟加工後にタンブラ乾燥」する前に、そのような脱

水工程を行うことが特定されていない点。 

ウ 相違点についての判断 

(ｱ) 甲１１には、「蒸熱」、「染色」、「タンブラ乾燥」に加えて、「蒸熱」を経た「両

面面パイル織物」であって、「染色」、「タンブラ乾燥」といった工程を経る前のもの25 

をヒートセッターにより形態安定化せしめるプレセット工程を備えるべきことの記



 

- 6 - 

載はないし、示唆する記載もない。そして、当該事項は甲１２に記載された事項で

はないし、甲１２に示唆する記載もない。 

また、ヒートセット又はプレセットに係る証拠である甲１２、２１、３３～３９

にも、「蒸熱」、「染色」、「タンブラ乾燥」に加えて、「蒸熱」を経た「パイル織物」

であって、「染色」、「タンブラ乾燥」といった工程を経る前のものをヒートセッター5 

により形態安定化せしめるプレセット工程を備えることの記載はないし、示唆する

記載もない。 

したがって、相違点１は、甲１１、１２、２１、３３～３９に接した当業者が容

易に想到し得たこととはいえない。 

(ｲ) よって、他の相違点を判断するまでもなく、本件発明１は、甲１１に記載さ10 

れた発明及び甲１２（判決注：本件審決５５頁には甲２とあるが、甲１２の誤記と

認める。）に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたも

のとはいえない。 

エ 本件発明２～４は、本件発明１の発明特定事項の全てを含み、さらに、技術

的な限定を加える事項を発明特定事項として備えるものであるから、本件発明１と15 

同様の理由により、甲１１発明及び甲１２（判決注：本件審決５５頁には甲２とあ

るが、甲１２の誤記と認める。）に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明

することができたものとはいえない。 

オ よって、本件特許は、原告が主張する無効理由１によって無効とすることは

できない。 20 

 (3) 無効理由３（公知公用発明に基づく新規性、進歩性欠如）について 

 ア ライン３製造工程 

(ｱ) 原告の主張するライン３製造工程は、「平成２８年９月以降、新しい蒸し箱を

丸平染色株式会社（以下「丸平染色」という。）に移設する２９年１月頃まで、原告

が、製織工程（ａ）、切断工程（ｂ）によりポリエステル製立毛シートの半製品を製25 

織し、及び蒸し工程（ｃ）を行って、丸平染色が染色工程（ｄ）～（ｈ）を行って、
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パフ用立毛シートを製造していた製造ライン」である。しかし、甲６の写真を参照

しても、ライン３製造工程が原告の主張する内容のものと認定することはできない。 

 (ｲ) ライン３製造工程が「公然実施をされた」こと、つまり、不特定多数の者に

見学をさせた、あるいは不特定多数の者が見学し、その内容を容易に知ることがで

きるような状況であったことまでを示す証拠はないから、ライン３製造工程は、「公5 

然実施をされた発明」（特許法２９条１項２号）にあたるとはいえない。 

 イ 甲２生産工程 

 原告は、ライン３製造工程が甲２に記載されていると主張するが、甲２の記載か

らは、「基材生地」が「ベルベット織組織」のものであることその他各工程の内容を

把握することができないから、ライン３製造工程が甲２に記載されたものとはいえ10 

ない。 

 甲２生産工程は、甲５２の２（平成２２年１２月にＦＡＸ送信された加工指図書）

には記載のない「ＰＳ工程」、「乾燥工程」、「テンターブラシ工程」も備えているこ

とから、同月当時のパフ用立毛シートの製造工程が甲２生産工程と略同内容とはい

えない。 15 

平成２３年１０月１９日に作成され、株式会社新栄染色（以下「新栄染色」とい

う。）から株式会社タイキ（以下「タイキ」という。）宛てに送付された甲５３の１

（加工工程と条件の再確認）は、その翌日にタイキから被告宛てに送付された甲５

３の２（送付状）に記載されているように試験前のものであるから、当時、甲５３

の１（判決注：本件審決６２頁には甲５２の１とあるが、甲５３の１の誤記と認め20 

る。）に記載された工程が確立されていたとはいえない。 

したがって、平成２６年７月時点で甲２生産工程が存在していたとはいえない。 

ウ 無効理由３についてのまとめ 

原告の主張するライン３製造工程又は甲２生産工程は、公然知られた又は公然実

施をされていたということが推認できず、また、ライン３製造工程又は甲２生産工25 

程は、原告が主張するとおりのものと認定することはできないため、本件各発明は、
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特許法２９条１項１号又は２号に該当せず、また、ライン３製造工程又は甲２生産

工程に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 

よって、本件特許は、原告が主張する無効理由３によって無効とすることはでき

ない。 

 (4) 無効理由４（冒認出願ないし共同出願要件違反）について 5 

 ア Ａが発明者であることについて 

Ａの職歴等に鑑みると、Ａは、繊維製品の製造の技術分野における当業者である

といえ、Ａは本件特許の出願時に繊維製品の製造について知見を有していたものと

認められる。 

 本件各発明を完成させるための開発の過程において、Ａのほかに各工程の担当者10 

が関与していたが、Ａの証言によれば、他の担当者はＡの指示に従って受動的に作

業をしていたにすぎず、本件各発明の完成に向けて、各工程の開発を総まとめし、

個々の各工程の本件各発明との関係を全て把握していたのはＡのみであった。 

本件各発明の特徴的部分は、「立毛シートの製造方法」において、「この立毛シー

トをスチーマーにより高温水蒸気で蒸す蒸し工程と、前記立毛シートをヒートセッ15 

ターにより形態安定化せしめるプレセット工程」と、「前記立毛シートを染料により

着色する染色工程と、脱水機により前記染料を脱水する脱水工程と、前記立毛シー

トを熱風で乾燥させる乾燥工程」とを含んでいるところ、Ａの証言によると、Ａが、

「立毛シートの製造方法」において、「この立毛シートをスチーマーにより高温水蒸

気で蒸す蒸し工程と、前記立毛シートをヒートセッターにより形態安定化せしめる20 

プレセット工程」とを含んで構成したことを、試行錯誤により発見したこと、及び

「立毛シートの製造方法」において、「前記立毛シートを染料により着色する染色工

程と、脱水機により前記染料を脱水する脱水工程と、前記立毛シートを熱風で乾燥

させる乾燥工程」とを含んで構成したことを、試行錯誤により発見したことが示さ

れている。 25 

イ Ｂについて 
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原告は、Ｂが本件各発明の発明者であると主張し、Ｂの陳述書（甲１の１）を提

出しているが、その裏付けとなる証拠がない。したがって、Ｂが本件各発明の特徴

的部分の完成に創作的に寄与したとはいえず、真の発明者がＢであることを推認で

きない。 

また、原告は、Ａが発明に関与していたとしても、Ｂは、少なくとも本件各発明5 

の共同発明者であると主張するが、上記のとおり、Ｂが本件各発明の発明者である

と認めることはできず、また、Ａ以外の者が、本件各発明を完成させるために、そ

れぞれの工程の順序を決定したり、各工程における温度や時間を決定したりしてい

たことを示す証拠はないから、Ｂは、共同発明者ではない。 

 ウ 無効理由４についてのまとめ 10 

よって、本件特許は、原告が主張する無効理由４によって無効とすることはでき

ない。 

第３ 原告の主張する取消事由 

１ 取消事由１（甲１１発明及び甲１２に記載された事項に基づく進歩性欠如に

ついての判断の誤り） 15 

(1) 本件発明１では、条件によっては単独での「蒸し工程」を省略し、「乾燥工程」

に「蒸し工程」を組み込むことができるから、本件発明１におけるプレセット工程

は、「前記切断工程により形成された立毛シートのままの前記立毛シート、またはこ

の立毛シートに蒸し工程を施した前記立毛シートをヒートセッターにより形態安定

化せしめるプレセット工程」を意味する。そうすると、相違点については、次のと20 

おり、相違点１－１と相違点１－２とに分けて認定すべきである。 

（相違点１－１） 

本件発明１は、「前記パイル糸をカットして２枚の立毛シートを形成する切断工

程」の後であって、「前記立毛シートを洗浄する精練工程」、「前記立毛シートを

染料により着色する染色工程」、「脱水機により前記染料を脱水する脱水工程」及25 

び「前記立毛シートを熱風で乾燥させる乾燥工程」の前に「前記立毛シートをヒー
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トセッターにより形態安定化せしめるプレセット工程」を行うのに対して、甲１１

発明は、そのようなプレセット工程を行うことが特定されていない点 

（相違点１－２） 

本件審決の相違点１と同じ 

(2) 甲１２には精練工程と、「熱セット」としてプレセット工程の記載があり、脱5 

水工程の記載もある。そのため、甲１１発明に甲１２に記載された事項を組み合わ

せると、相違点１－１は容易想到である。なお、甲１２に記載された事項は周知技

術であって、甲１１発明に甲１２に記載された事項を組み合わせることは、単なる

設計事項の範囲であり、阻害事由もない。 

また、甲１１発明に甲１２に記載された事項を組み合わせ、更に甲３３（特公昭10 

６２－１０３２号公報）に記載されているような周知技術（リラックス処理後に、

プレセットを行い、その後、染色すること）も考慮すると、相違点１－２は容易想

到である。 

なお、本件発明１は、その工程の順番まで特定したものではない（本件明細書の

【００２９】）から、特定の順番であることを前提とした本件審決の判断には誤りが15 

ある。 

２ 取消事由２（サポート要件違反についての判断の誤り） 

本件発明１に係る特許請求の範囲には、「熱可塑性繊維からなる一対の織物基布

の間にパイル糸を織り込んで、ベルベット織組織の基材生地を製織する製織工程」

との記載があるところ、「熱可塑性繊維からなる」との限定は、「一対の織物基布」20 

のみにかかる限定であり、「パイル糸」にまでかかるものではない。 

そのため、本件発明１には「パイル糸」が綿繊維からなるものが含まれるが、綿

繊維はセルロース繊維であるので熱セットされにくく、熱履歴によっては、綿繊維

からなるパイル糸の立毛性が改善されない（甲９５）。 

そうすると、本件特許の出願時の技術常識に照らし、本件特許の特許請求の範囲25 

の記載にまで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは
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いえない。 

３ 取消事由３（公知公用発明による新規性欠如についての判断の誤り） 

(1) 新栄染色は、平成２３年１０月当時、甲５３の１に記載された工程を実施し

ていた。新栄染色又は被告の従業員が、同月頃、甲５３の１のうち手書き文字のな

いもの（甲１０１の２）を作成し、これを、被告の大阪営業所から、タイキに対し、5 

守秘義務を負わせることなく郵送又はＦＡＸ送信しており、同月頃には、甲５３の

１記載の工程は公然知られていた。 

甲５３の１は、被告、新栄染色及びタイキの間で、タイキ向けのパフ用立毛シー

トの量産に向けて製造工程の改善を図るための議論が活発に行われていた時期に作

成されたものである。なお、被告において、平成２３年１２月には量産体制が構築10 

され、タイキへの納品量が急増した（甲９０の２）。 

(2) 被告代表者であったＣ（以下「Ｃ」という。）は、平成２６年６月１７日、甲

５３の１の工程と実質的に同一の工程を記載した甲２（甲９８・写真３左側の図）

を作成し、同年７月頃、丸平染色、株式会社ウエマツなど複数の染色工場に、守秘

義務を負わせることなく提示しており、同月頃には、甲２記載の工程は公然知られ15 

ていた。 

なお、被告は、当時、染色工程を委託していた新栄染色の蒸し箱に不具合が生じ、

不良品が多く出るようになったことから、丸平染色等の他の業者に染色工程を委託

することを検討しており、複数の業者に対し、甲２を示して打診をしていた。 

(3) 甲５３の１記載の工程と甲２記載の工程は、本件発明１の工程を全て含むも20 

のであって、実質的に本件発明１と同一であるから、本件発明１には新規性欠如の

無効理由がある。 

 ア 甲５３の１には、「生機投入」とあるが、これは製織工程と切断工程を含むも

のである。ベルベット業界においては、昭和４０年代には、製織工程と切断工程を

経てベルベット生地を得ることは技術常識であり、ベルベット業界の当業者は、両25 

工程を経て形成されたベルベット生地（立毛シートを含む。）を、「生機」と呼んで
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いた。 

 イ 甲２の「織り」は、製織工程と切断工程を意味するものである。昭和３０年

～４０年代当時から、少なくとも福井県のベルベット織物業者が使用しているベル

ベット織物（ベルベット生地）の製織機には、切断工程を行うためのカッターが備

え付けられており、製織をすれば、必ずパイルカッターにより切断がされる。その5 

ため、ベルベット業界の当業者は、製織工程と切断工程を併せて、単に、「織り」、

「製織」などと呼んでいた。 

４ 取消事由４（冒認出願についての判断の誤り） 

(1) 本件各発明の発明者はＢであり、本件特許は本件各発明について特許を受け

る権利を有しない者の特許出願に対してされたものであるから、冒認出願に当たり10 

無効である（特許法１２３条１項６号）。 

(2) 本件各発明の特徴的部分は、次の各構成であり、タンブラーを用いた乾燥工

程を含む構成２においては、蒸し工程の「立毛」効果に対する寄与度は無視するこ

とができ、構成３においては、蒸し工程は省略し得る。本件審決（６５頁）が、本

件各発明の特徴的部分について、「製織、切断、蒸し、プレセット、精練、染色、脱15 

水、乾燥の各工程」を含んで構成されるもののみであると認定したのは誤りである。 

（構成１）「製織、切断、蒸し、プレセット、精練、染色、脱水の各工程、及び、

タンブラーを用いない乾燥工程を含み、蒸し工程における加熱処理と、タンブラー

を用いない乾燥工程における加熱処理と、が相俟って、高い立毛性を得ることがで

きる構成」 20 

（構成２）「製織、切断、蒸し、プレセット、精練、染色、脱水の各工程、及び、

タンブラーを用いた乾燥工程を含み、タンブラーを用いた乾燥工程における加熱処

理により、高い立毛性を得ることができる構成」 

（構成３）「製織、切断、プレセット、精練、染色、脱水の各工程、及び、タンブ

ラーを用いた乾燥工程を含み、タンブラーを用いた乾燥工程における加熱処理によ25 

り、高い立毛性を得ることができる構成」 
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(3) Ａは、本件の審判手続において、蒸し工程が本件各発明のキーポイントであ

り、蒸し工程をプレセット工程の前に入れること、プレセット工程において立毛シ

ートが湿潤状態であることが重要であると証言したが、この証言は、本件明細書の

記載と整合していない上、本件明細書には、蒸し工程をプレセット工程の前に入れ

ることの本件各発明への寄与についての記載がない。また、蒸し工程により湿潤度5 

が上がるものではないから、蒸し工程を経ることで立毛シートが湿潤状態になるな

どということはないし（甲９２の１）、湿潤状態でヒートセットするなどということ

は本件明細書に記載されていないが、Ａは、本件の審判手続において、蒸し箱から

出てきたときには非常に濡れた状態であるなどと事実と異なる証言をした（甲６１、

８９）。 10 

このようにＡは、自ら発明のポイントであるとする蒸し工程について理解をして

おらず、本件明細書との矛盾する証言をしており、本件審決が、Ａを発明者である

と認定したことは誤りである。 

(4) 他方、Ｂの陳述（甲１の１）は他の証拠と矛盾せず、蒸し工程を取り入れた

経緯についての説明も自然であり、信用できる。Ａは、平成１８年９月当時、Ｃに15 

対し、蒸し工程の詳細についてＢと打ち合わせるよう指示しており（甲５０）、この

ことからも、Ｂが真の発明者であることがうかがわれる。 

Ｂは、平成４０年代に、プレセットの前に蒸し工程を行うことが立毛に有効であ

ることを偶然に発見し、同工程による染色工程を確立させていた。 

(5) 前記(3)の本訴における原告の主張及び実験結果を受け、被告は、立毛シート20 

が蒸し工程後に湿潤状態であるとの主張をトーンダウンさせる一方、平成２４年か

ら２５年頃に、新栄染色に新しい蒸し箱と大型タンブラー２台を導入したなどと記

載したＡの陳述書（乙８）を提出したが、そのような事実はない。常温の蒸し箱や

タンブラー乾燥はＢのアイディアであり、蒸し、プレセット、精練、染色、脱水、

乾燥の順での染色工程は、Ｂの指導により、昌和染織株式会社（以下「昌和染織」25 

という。）において昭和５０年代に行われていた。 
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第４ 被告の主張 

１ 取消事由１（甲１１発明及び甲１２記載事項に基づく進歩性欠如についての

判断の誤り） 

本件発明１の「プレセット工程」は、「蒸し上がった前記立毛シートをヒートセッ

ターにより形態安定化せしめる」ものであるから（本件明細書【００２３】）、蒸し5 

工程を経ていることが前提となっている。本件発明１に係る特許請求の範囲に「蒸

し工程」を経ない「立毛シート」に「プレセット」を行う態様が含まれていると解

釈することはできない。したがって、原告の主張する相違点１－１は存在しない。 

２ 取消事由２（サポート要件違反についての判断の誤り） 

原告は本件の審判請求書記載の主張を繰り返しているにすぎず、本件審決は正当10 

である。 

３ 取消事由３（公知公用発明による新規性欠如についての判断の誤り） 

(1) 甲５３の１について 

「生機投入」との記載をもって製織工程及び切断工程が開示されているとはいえ

ない。また、甲５３の１における「糊抜き」後の脱水と、本件発明１における染色15 

後の脱水を同一視することはできない。更に、甲５３の１では染色工程の前に脱水

をしているが、本件発明１では染色工程の前に脱水をしておらず、精練工程の後の

脱水もしていないし、染色工程のために「液流染色機（横型）」に移動させることも

しておらず、ブラシ乾燥もしていない。甲５３の１ではタンブラー乾燥には全くい

きついていないし、「使用製剤」の中には中和剤となる酸性の薬剤も書かれていない。20 

加えて、甲５３の１は、開発途上のものであって、技術として確立していなかった

（甲５３の２）。 

したがって、甲５３の１が平成２３年１０月当時に公然知られていたとしても、

本件発明１の新規性が失われることはない。 

(2) 甲２について 25 

甲２は全て手書きであり、その作成日付（平成２６年６月１７日）には信用性が
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ない。また、「撚糸」→「織り」とあるだけで、製織工程及び切断工程を示している

わけではない。加えて、「織り」と「蒸しセット」の間に「侵清」との記載があり、

これが「浸漬」を意味するとしても、浸漬工程を挿入可能としている点で本件発明

１とは異なる。「ＰＳ」が何を意味するか不明であり、仮にプレセットであるとして

も、本件明細書記載の温度とは異なり、精練の時間も異なる。乾燥に加えて、テン5 

ターブラシを必要とする点においても本件発明１とは別物である。また、甲２記載

の工程が甲５３の１記載の工程と同じであるならば、前記(1)と同じ理由で本件発

明１とは異なる。 

したがって、甲２が公然知られていたとしても、本件発明１の新規性が失われる

ことはない。 10 

４ 取消事由４（冒認出願についての判断の誤り） 

(1) 本件発明１の特徴的部分は、切断工程の後、プレセット工程の前に蒸し工程

を入れることで、高い立毛性という顕著な効果を得ることができる点にある。Ａは、

繊維分野における技術者であり、染色担当者２名と関連の長１名を補助者として技

術改良を行い、本件各発明の特徴的部分にたどりついた（甲７４の３・９０～９２15 

項目、１８６項目）。試行錯誤の上で、蒸し工程を切断工程とプレセット工程の前に

入れることで安定性が格段に良くなることや、乾燥工程においてタンブラー乾燥が

有効であることに気づいたのである（甲７４の３・１３０項目、２４１項目～）。そ

して、特許申請に当たり、弁理士に発明内容を説明したのはＡであり、Ｂは関わっ

ていない。 20 

したがって、本件各発明の発明者はＡであり、本件審決は正当である。 

 (2) 発明の経緯 

ア 新栄染色では、従前、短いパイル毛のベルベットを製造しており、その工程

は、「製織→切断→蒸し→精練→脱水→染色→脱水→（被告で）テンターブラシ乾燥」

というものであった。平成２２年から２３年頃、商社から約４ｍｍの長いパイル毛25 

の化粧用パフに用いるベルベットの製造依頼があったことから、Ａは、本件各発明
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の開発を開始した。 

 イ 具体的には、前処理（染色までの工程）に関し、次の各条件を組み合わせて

実験を行ったところ、薬品処理をしないで、蒸し処理の後にプレセットをする方式

が良いことが判明した。 

・薬品処理：①濃度１０％のアルカリ性の水溶液を用いる場合 5 

②濃度１０％の酸性の水溶液を用いる場合 

③薬品処理をしない場合 

・プレセット処理：１７０℃×２分 

・蒸し処理：９０℃の蒸気で、０分、３０分、６０分、１２０分 

 ウ Ａは、工程を簡素化するために、精練工程で酸性の薬剤を投入して中和する10 

ことを思いついた。これにより、精練工程後に脱水しなくとも染色が可能となった。 

エ 後処理（乾燥工程）に関し、被告の女性従業員から、小試験布の残布を廃棄

するに当たり、小型タンブラーに入れて乾燥させたところ、良い仕上がりであった

との報告を受けたことから、Ａは、蒸し機と大型タンブラー乾燥機を購入してタン

ブラーを用いた乾燥工程の実験を行い、８０℃から１１０℃で３０分から１２０分15 

程度行うことが適正であることが判明した。 

 テンターブラシ乾燥機を用いることなく、タンブラー乾燥のみで安定して立毛す

るようになったのは平成２７年から平成２８年頃である。 

 オ したがって、本件各発明の完成時期は平成２７年から２８年頃である。 

 (3) Ｂは、新栄染色でレーヨンベルベットの染色を担当しており、化粧用パフに20 

用いるベルベットの染色には関わっていない。また、Ｂは、平成２０年終わり頃か

ら体調を崩して出勤頻度が減り、平成２１年３月６日に退職した。そのため、平成

２２年から平成２３年頃以降に行われた本件各発明の開発に関与していない。 

第５ 当裁判所の判断 

１ 本件各発明について 25 

(1) 本件明細書には、別紙１「特許公報」のとおりの記載がある（甲９４）。 
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(2) 本件各発明の概要 

前記(1)の記載によると、本件各発明は、簡素な工程で、長めの立毛パイルであっ

ても立毛性を確実に付与することができる、特に、化粧用具の材料に適した立毛シ

ートの製造方法に関するものである（【０００１】）。 

化粧用のパフの材料としては、スポンジ製のものや立毛織物が適しているところ5 

（【０００２】【０００３】）、立毛構造のパフにあっては、顔というデリケートな皮

膚に使用されるものであることから、肌のトラブルの原因とならないよう、立毛部

分に十分な柔軟性が必要であり、そのためには立毛部分を長くするという手段が考

えられるものの（【０００４】）、立毛部分の長い立毛シートには、製造時、加工工程

において立毛同士が静電気等で絡み合い易く、うまく整毛できないという問題があ10 

り、使用時には、使用を重ねる毎に立毛部分が倒れてしまうことから、柔軟性を確

保しつつも立毛性を保つという課題がある（【０００５】）。更には、従来、立毛部分

に立毛性を付与するために、仕上げ工程として立毛部分をブラッシングしていたが、

別途ブラッシング装置が必要となって製造コストが嵩む上、生地の表面にブラシ針

を押圧して摺動させるために生地への負担が大きく、立毛部分を損傷してしまい柔15 

軟性を損なうおそれがあるという課題があった（【０００６】）。 

そこで、本件各発明は、これらの課題を踏まえ、簡素な工程で、長めの立毛パイ

ルであっても立毛性を確実に付与することができ、特に、化粧用具の材料に適した

立毛シートの製造方法を提供することを目的とし（【０００８】）、本件発明１の方法

を採用することとした。 20 

本件発明１の方法では、簡素な工程で、長めの立毛パイルであっても確実に立毛

性を付与することができるため、化粧用具の材料に適した立毛シートを製造するこ

とができ（【００１４】）、蒸し工程による湿潤下における加熱処理と、乾燥工程によ

る湿潤下における加熱処理とが相俟って、熱可塑性繊維糸が収縮して熱履歴によっ

て織物基布の地組織を確実に締め付けるとともに、立毛部分も収縮して熱履歴によ25 

って高い立毛性を得ることができる（【００１５】）。また、本件発明３では、乾燥工
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程にタンブラーを使用し、蒸し工程のスチームセットとタンブラー乾燥とを組み合

わせることにより、「乾燥」と「立毛」をタンブラー１工程で処理することが可能と

なることから、従来のような大きなブラッシング付き乾燥機で処理することなく、

それ以上の風合いの良い生地を低コストで簡単に実現できる（【００１６】【００１

７】）。 5 

２ 事実経緯 

後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると、本件各発明等に係る経緯に関し、次の事

実が認められる。 

(1) Ｂは、昭和３０年頃から、京都に所在する日本化工有限会社に勤務し、ベル

ベット織物の染色加工に従事していた。（甲１の１） 10 

(2) Ａは、関西大学の工学部機械工学科を卒業後、繊維機械メーカーでの紡糸機

の開発設計業務を経て、昭和４１年１０月、長谷川繊維工業株式会社（その後、株

式会社ハセガワベルベットに社名変更。以下「ハセガワベルベット」という。）に入

社し、ベルベット織布生産業務に従事した。ハセガワベルベットが平成４年に倒産

した後、Ａは、平成５年３月８日、ベルベット生地等の仕入れ・プリント・販売を15 

する会社である株式会社ウノテキスタイル（乙５。以下「ウノテキスタイル」とい

う。）を、平成６年１０月２８日には被告（乙６）を、それぞれ設立し、これらの会

社の実質的経営者となった。（乙４から６まで、８） 

(3) 昭和５０年頃、ハセガワベルベットとＢの父親が経営する日本化工有限会社

との間で取引が開始された。日本化工有限会社は、ハセガワベルベットを含む織物20 

業者から染色加工の委託を受けてベルベット織物に対する染色加工を行い、パフ用

の立毛シートの製造を行っていた。Ｂは日本化工有限会社の従業員として、染色加

工工程に関与していた。（甲１の１、１２１の１、証人Ｃ〔２、１３頁〕。頁数は本

件訴訟における人証の尋問調書の頁数を指す。以下同じ。）。 

(4) Ｂは、平成元年、日本化工有限会社を退職し、有限会社新栄テキスタイルを25 

設立した。Ｂは、同社においても、被告から委託を受けるなどしてベルベット織物
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に対する染色加工を行った。有限会社新栄テキスタイルは、平成１７年に廃業した。

なお、平成元年頃までにＢが作成したとされるメモ（甲１３２の２）には、染色、

脱水後の乾燥をタンブラーで行う旨の記載がある（甲１の１、甲９、１３２の２、

乙６、証人Ｃ〔５頁〕） 

(5) Ａは、平成１８年、Ｂに声をかけ、福井県鯖江市において自営業としての新5 

栄染色を立ち上げ、平成１８年７月７日、これを株式会社（乙３）とした。Ｂは、

同日、新栄染色の代表取締役に就任し、Ａは、同年１０月１３日、同社の代表取締

役（Ｂと共同代表者）に就任した。Ｂは、同年５月頃、シリンダードラム乾燥機及

びタンブラー乾燥機を京都から運び、新栄染色に設置した。（甲１の１、１２０の１・

２、１２１の１、１３３の１、乙３、８、証人Ｃ〔９頁〕） 10 

(6) 新栄染色は、原告や被告から委託を受け、パフ用ベルベットについて染色加

工を行っており、設立当初は蒸し工程は外注していたが、平成１８年又は１９年頃

に自社内に蒸し箱を設置して以降は、蒸し工程も行っていた。新栄染色において、

Ｂは、染色加工業務を担当し、被告代表者であったＣに対し、染色加工の具体的内

容を指導するなどしていた。（甲１の１、９、４９、５１、９１、９７、１１９の１、15 

１２１の１、１２７の１、１３３の１、証人Ｃ〔１３頁〕） 

(7) Ｂは、平成２１年３月６日、新栄染色を退職した。その後は、昌和染織を退

社して新栄染色に入社していたＤが、主に染色加工に係る業務を担当した。（甲９１、

１１９の１、１２７の１、１３３の２、乙３） 

(8) 新栄染色は、平成２０年頃、パフ生地を生産しており、同年終わり頃には、20 

新栄染色におけるパフ用ベルベットの染色加工は、蒸し工程の後、すぐにテンター

でプレセットをするという工程が含まれていた。また、平成２２年から２３年にか

けて、タンブラー（容量３０ｋｇ、幅１００×高さ１５０×奥行き１２０ｃｍのも

の）２台が増設され、平成１８年５月から設置されていた同じ大きさのタンブラー

１台と併せ、新栄染色には合計３台のタンブラーが設置されるようになり、乾燥工25 

程に利用されていた。（甲９１、１１９、１２０、１２１の１・４、１２２、１２９） 
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(9) 被告（当時の代表者はＣ）は、平成２２年１１月２５日、タイキとの間で、

「購買基本契約」（甲１４０の２。第２８条には、「基本契約、個別契約または貸与

書類等により知り得た相手方の業務上の秘密事項」に関する秘密保持条項があり、

同条項上「秘密事項は書面で特定されるものとする。」とされている。）を締結し、

平成２３年１月４日、タイキに対する納品を開始した。タイキへの納品物は、資生5 

堂向けのパフ用立毛シートであり、大量生産を要するものであったことから、タイ

キ、被告及び新栄染色の間で、大量生産のための染色工程の改善の取組が行われた。

その過程で、新栄染色は、タイキからの依頼により「加工工程と条件の再確認」と

題する書面に、加工工程や条件を記載した平成２３年１０月１９日付け文書（甲１

０１の２。甲５３の１の手書き文字部分を除いたもの。以下「甲５３の１文書」と10 

いう。）を作成した。甲５３の１文書は、同月２０日に、被告の大阪営業所からタイ

キに対しファクシミリ送信されたほか、この頃、タイキ、被告及び新栄染色の従業

員ら数名に対し、守秘義務を負わせることなく配布された。タイキからは、甲５３

の１文書記載の工程について、条件変更の提案がされた。なお、甲５３の１文書に

は、当時、新栄染色で行われていた工程が記載されているが、被告又はタイキが特15 

に秘密事項として特定したとの記載はない。（甲９０の１・２、１０１の２、１２１

の１、１３８の１、１４０の２、証人Ｃ〔１５、２７頁〕、証人Ａ〔３１頁〕） 

(10) 被告からタイキに対する納品量は、平成２３年１２月頃から大きく増加し

た。なお、平成２４年１月１０日付けのウノテキスタイルのＡから被告従業員Ｅ宛

てのメモの中には、「④新栄染色…タンブラー方式は COST 高くつく為→テンター方20 

式へ」「Ｈ２４年度中旬に変更予定」との記載がされている。（甲９０の１・２、１

００の３） 

(11) 平成２５年頃以降、新栄染色の蒸し機に不具合があり、新栄染色から納品さ

れた製品の品質が問題となったことから、被告代表者であったＣは、新栄染色以外

の業者に、染色加工を依頼することを検討するようになった。Ｃは、平成２６年７25 

月頃、染色工程等を記載した手書きの文書（甲２（「目録①生産工程説明書（平成２
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６年６月１７日付）」と記載された部分を除く。）、甲９８写真３左頁、甲１０７。以

下「甲２文書」という。）を作成し、守秘義務を負わせることなく丸平染色のＦ専務

に交付し、ベルベット織りの立毛シートの製造方法を説明して、染色工程の委託を

打診した。Ｃは、甲２文書を、守秘義務を負わせることなく、株式会社ウエマツ及

びＹＫ化工にも渡した。（甲９、１０、９６、１２１の１、１２７の２、証人Ｃ〔２5 

４、２６頁〕） 

(12) Ｃは、京都に戻っていたＢに依頼し、平成２６年中に、丸平染色に対し、染

色加工に係る指導を２度行った。丸平染色は、平成２７年１２月、中古のタンブラ

ー乾燥機を購入し、平成２８年９月１２日以降、被告に対し、正式に納品をするよ

うになった。ところが、被告のオーナーであるＡは、丸平染色との取引に難色を示10 

し、同年１２月６日、被告代表者であったＣに対し、同月末までは丸平染色との取

引を許可するが、丸平染色への加工指示書や出荷伝票をウノテキスタイルにＦＡＸ

送信するよう指示し、これらが守られない場合には取引を停止する旨伝えた。（甲８

別添２目録③～⑤、甲１０、４２～４５、４７、７４の３・１８９項目、甲１２９、

証人Ｃ〔１７頁〕） 15 

(13) Ａは、平成２８年９月又は１０月頃、新栄染色で行っていた染色工程につい

ての発明を、自らが支配する被告において特許出願することとし、弁理士に相談し

た。被告は、同年１２月２７日、Ａを発明者として、本件特許の出願をした。（甲９

４、証人Ａ〔３３頁〕） 

(14) Ｃは、平成２９年１月、被告代表者を辞任し、原告の顧問に就任した。（甲20 

９） 

３ 取消事由３（公知公用発明による新規性欠如についての判断の誤り）につい

て 

(1) 公知性 

前記２を前提として検討すると、甲５３の１文書は平成２３年１０月頃、甲２文25 

書は平成２６年７月頃に、それぞれ公知となっていたものと認められる。 
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 (2) 甲５３の１文書について 

 ア 甲５３の１文書は、ベルベット織りの立毛シートの製造工程を示すものとし

て交付されたものであり、別紙２のとおり、「「生機投入」→「スチームセット」→

「ドライセット」→「糊抜き」→「脱水」→「染色」→「脱水」→「乾燥（ブラシ）」

→「ブラシ※ブイテック様」」との工程が記載されている。 5 

 イ 「生機投入」の部分により、製織工程と切断工程が開示されているといえる

かという点について争いがあるので検討するに、「生機」とは「織り上げて織機から

はずしたままの織物」を意味するところ（甲１１４・大辞林第四版）、ベルベット織

りの織り機は、織ると同時に切断も行うことから一度に２枚分が織り上がるもので

あって、「織り機からはずしたままの織物」は、切断後の織物であると認められるか10 

ら（甲４０、１１２）、「生機投入」との記載から、甲５３の１文書を受領した当業

者は、当然に、製織工程と切断工程を経た生機が投入されると理解すると認めるの

が相当である。そして、甲５３の１文書の「生機投入」の使用機器欄に記載された

「ＺＱ４０ ４ｍｍ」はパイル長４ｍｍのポリエステル製パフ用の立毛シートの生

機の品番を意味するものと認められ（証人Ｃ〔２８頁〕）、ポリエステルは熱可塑性15 

繊維であるから（本件明細書【００２０】等）、甲５３の１文書の「生機投入」工程

の記載により、本件各発明の製織工程と切断工程が開示されていると認められる。 

 ウ そして、甲５３の１文書の「スチームセット」は本件各発明の「蒸し工程」

に、「ドライセット」は本件各発明の「プレセット工程」に、「糊抜き」は本件各発

明の「精練工程」にそれぞれ相当する（証人Ａ〔５〕）。また、「染色」は本件各発明20 

の「染色工程」に相当し、「染色」の次に記載された「脱水」は、真空脱水とあるか

ら脱水機を用いたものであることが明らかであって、本件各発明の「脱水機により

前記染料を脱水する脱水工程」に相当する。さらに、「乾燥（ブラシ）」はドライセ

ッターで１５０℃で乾燥させるものであるから、本件各発明の「前記立毛シートを

熱風で乾燥させる乾燥工程」に相当する。なお、特許請求の範囲の記載及び本件明25 

細書の記載を総合しても、本件発明１の乾燥工程から、ブラシを用いるものが除外
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されているとは認められない。 

 エ そうすると、甲５３の１文書に記載された工程は、本件発明１を構成する工

程を全て含むものであるから、本件発明１を開示するものといえる。 

オ この点、被告は、甲５３の１文書記載の工程では、精練工程の後に脱水をし

ていること、タンブラー乾燥をしていないこと、使用液剤に酸性の液剤が含まれて5 

いないこと等から、本件各発明とは異なると主張する。しかしながら、本件発明１

の特許請求の範囲の記載に照らすと、請求項１に記載された工程を全て含む必要が

あるとはいえるものの、同工程のみを含むものに限定されており、別の工程が付加

されたものが除外されているものと理解することはできない。そして、本件明細書

の記載に照らしても、本件発明１は、請求項１に記載された工程のみを含むものに10 

限定されていると理解することはできない。そうすると、「精練工程の後に脱水」を

していることをもって本件各発明とは異なるということはできない。また、タンブ

ラー乾燥は本件発明３を構成する要素ではあるものの、本件発明１を構成するもの

ではない（なお、前記２(5)(8)のとおり、タンブラーを利用した乾燥工程は、平成

１８年頃から新栄染色で行われていたものと認められるが、当時、当該乾燥工程の15 

存在及び内容が秘密事項として管理されていたことをうがわせるような主張立証は

ない。そもそも、甲１２（パイル織編物の仕上げ方法に関する公開特許公報（昭６

２－１９１５６６号））中にもパイル織物の染色加工後、タンブラー乾燥機で乾燥す

る旨の記載があることにも照らすと、本件各発明の出願時において、少なくとも、

熱可塑性繊維のパイル織物についてタンブラーを利用して乾燥する工程自体は公知20 

であったと考えられる。）。さらに、酸性の液剤を使用することは本件各発明の技術

的範囲に含まれるものではなく、その他の被告の指摘する事項はいずれも本件各発

明を構成する事項ではない。したがって、上記被告の主張はいずれも前記エの判断

を左右するものではない。 

 被告は、甲５３の１文書の工程は開発途中のものであって技術として確立してい25 

なかったとも主張するが、前記２(9)のとおり、同工程は、平成２３年１０月頃、新
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栄染色において、現に商品の製造に用いられていた工程なのであるから、これが発

明に当たるとすれば、発明として完成していたのは明白である。 

 (3) 甲２文書について 

 甲２文書は、前記２(11)のとおり、ベルベット織りによる立毛シートの製造工程

を示すものとして交付されたものであり、別紙３のとおり、「織り」→「蒸しセット」5 

→「ＰＳ」→「精練」→「染色」→「乾燥」の各工程が記載されたものである。甲

２文書に記載された工程について前記(2)と同様に検討すると、甲５３の１文書に

記載された工程と同じであり、本件発明１を開示するものであると認められる。な

お、「織り」が製織工程と切断工程を含むことについては前記(2)イと同様であり、

「ＰＳ」はプレセットを意味するものと認められる（証人Ａ〔３４頁〕）。また、甲10 

２文書の工程には「乾燥」の前の「脱水」が記載されていないものの、乾燥する前

に脱水を行うことは当然であるから、当業者は、甲２文書により、脱水工程を含む

ものが開示されているものと理解すると認められる。 

 (4) 小括 

そうすると、本件発明１は、平成２３年１０月頃には公然知られていたと認めら15 

れるから、本件発明１に係る特許は特許法２９条１項１号の規定に違反してされた

ものであって、特許法１２３条１項２号の無効理由がある。 

したがって、甲２生産工程（甲２文書に記載された工程であり、かつ甲５３の１

文書に記載された工程）が公然知られたものとはいえず、本件発明１が特許法２９

条１項１号に該当しないとする本件審決の判断には誤りがあるから、取消しを免れ20 

ない。 

４ 取消事由４（冒認出願についての判断の誤り）について 

(1) 冒認出願を理由として無効審判請求をすることができるのは特許を受ける権

利を有する者に限られるから（特許法１２３条２項、１項６号）、原告は、自らが特

許を受ける権利を有する者であることを証明する必要がある。そして、原告が主張25 

する本件各発明に係る特許を受ける権利は、Ｂが発明者として有していた本件各発



 

- 25 - 

明に係る特許を受ける権利に由来するものであるから、原告が特許を受ける権利を

有する者であるといえるためには、Ｂが本件各発明の発明者であると認められる必

要がある。 

(2) ここで、発明者とは、発明の技術的思想の創作行為に現実に加担したもので

あって、課題の解決手段に係る発明の特徴的部分の完成に現実に関与した者をいう5 

ところ、前記１(2)によると、本件各発明の特徴的部分は、蒸し工程と乾燥工程の双

方を用いることにより、高い立毛性を得ることにあり、本件発明３については、こ

れに加えて、タンブラーを使用することでブラッシング付き乾燥機を要しないもの

となったことにあると認められる。 

(3) 前記２(9)及び前記３(2)のとおり、本件発明１は平成２３年１０月までに完10 

成していたということができる。前記２の経緯及びＡが、新栄染色のＡとして作成

した平成２１年７月１日付け文書（甲１２８の３）に、「現況のＢ流を６０点とする

と８０点迄は持っていける」と記載していたことからすると、新栄染色では、平成

２１年７月当時、Ｂが指導した工程により染色加工が行われていたことが認められ、

これに反する証拠はない。そして、前記２のＢの職歴や本件訴訟に提出されたＢが15 

作成したメモ（甲１３２）、Ｂが、新栄染色設立以前にも昌和染色に対し染色工程を

指導するなどしていたこと（甲１の１、証人Ｃ〔２９頁〕）に照らすと、Ｂは、立毛

シートの染色加工に関し、創意工夫を凝らして発明をするに足る十分な知見を有し

ていたことが推認されるのであり、Ｂが、その陳述書（甲１の１）において、昭和

４０年代の後半、プレセットの前に蒸し工程をするという工程を開発した経緯等と20 

して、株式会社杣長からポリエステルなど合成繊維のパフ用ベルベット織物（立毛

シートの半製品）の製造委託を受けたが、ポリエステルでは、シルクやレーヨンと

は異なり、ピン式ヒートセッターでピン止めして吊るしてプレセットを行うとピン

付近とそれ以外の部分が不均質になるという問題があったことから、プレセット前

に蒸し工程を行い、ポリエステルを収縮させてからプレセットをしたところ、パイ25 

ルが立毛になるという効果があったこと、蒸しは蒸し箱内にベルベット織物を垂下
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させて高温水蒸気で蒸すものであり、Ｂが条件を９０～１１０℃、２時間と指示し

て行ったこと、パイル長が２～３ｍｍであったことなど、開発の経緯及び内容を具

体的に陳述していることは、これと整合するものである。 

また、Ｂは、昭和５０年代から、京都において、日本化工有限会社の従業員とし

てハセガワベルベットから委託を受けた染色加工工程に関与し、平成元年に有限会5 

社新栄テキスタイルを設立した後も、同社において被告から染色加工の委託を受け

ていたこと、同年頃までにＢが作成したとされるメモ（甲１３２の２）には、染色、

脱水後の乾燥をタンブラーで行う旨の記載があること、平成１８年に、新栄染色が

設立された際、ＢはＡからの誘いにより代表取締役に就任したこと、その頃、Ｂが

京都からタンブラー乾燥機を新栄染色に持ち込んで設置したこと、新栄染色におい10 

ても、Ｂは染色加工業務を担当し、被告代表者であったＣに対し、染色加工の具体

的内容を指導していたことは、前記２(3)から(6)までのとおりである。以上を総合

すると、Ｂは、遅くとも新栄染色を退職する平成２１年３月よりも前に、本件各発

明をいずれも完成させていたものと推認するのが相当である。 

なお、被告は、Ｂの陳述書（甲１の１）にパイル長が２～３ｍｍであったとある15 

から、Ｂには短いパイル長のものに係る知見しかなかったと主張するが、本件各発

明の特許請求の範囲（請求項４）には「切断工程後のパイル糸の長さを、織物基布

から３～１０ｍｍの範囲で突出させる」とあるから、パイル長が３ｍｍのものは、

本件各発明の技術的範囲に含まれるものであり、上記被告の主張は、Ｂが本件各発

明をするに必要な知見を有していたとする上記判断を左右しない。 20 

(4) これに対し、Ａは、本件の審判手続における尋問では、本件各発明のキーポ

イントは蒸し工程であり、蒸し工程の後にヒートセット（プレセット）を加えるこ

とにたどり着いた、長い間、蒸し工程をいれないでやっていた（甲７４の３・０６

４項目、１３０項目、１３１項目、１４９項目）と述べ、本件訴訟においても、被

告は、令和５年１１月８日付け被告準備書面(2)２頁においては、本件各発明をする25 

前の短いパイル糸のベルベットに関する新栄染色の染色工程には蒸し工程及びプレ
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セットが含まれておらず、長いパイル糸のベルベットを製造することができなかっ

た旨主張し、それに沿う内容のＡの陳述書（乙８）を提出した。ところが、被告は、

同年１２月１９日付け被告準備書面(3)５頁では、本件各発明をする前にも新栄染

色では長いパイル糸のベルベットの製造をしており、その工程には蒸し工程が含ま

れていたがプレセットが含まれていなかったと主張を変更し、更に、令和６年１月5 

２２日付け被告準備書面(4)では、短いパイル糸の染色工程にも蒸し工程が含まれ

ていたと主張を変更し、変更後の主張に沿う内容のＡの陳述書（乙１１）を改めて

提出した。この主張内容及び陳述内容の変更は、発明の課題そのものや発明の必要

性、発明の創作過程に極めて大きな影響を与えるものであるから、真にＡが発明者

であるのであれば、単なる記憶違いなどによって上記のごとくその内容を変遷させ10 

るとはおよそ考え難い。なお、前記２(6)のとおり、新栄染色では当初は外注により、

遅くとも平成１９年からは自社で蒸し工程を実施していたのであるから、新栄染色

が以前は「蒸し工程をしていなかった」との被告の従前の主張は事実とは認められ

ない。 

さらに、被告の主張によると、従前の新栄染色の染色工程においてはプレセット15 

を行っていなかったことになるが、Ａが述べる試行錯誤の内容は、プレセットにつ

いては、それを行う順番を試行錯誤したというものであって、プレセットを入れる

こととした理由については何ら説明をしていない。このことは、当時、既にプレセ

ット工程自体は存在しており、Ａは専らその工程の順番について試行錯誤していた

ことをうかがわせるものである。また、Ａが蒸し工程について試行錯誤した内容と20 

して述べる条件は、「９０℃の蒸気で、０分、３０分、６０分、１２０分」と試した

というものであって、「９５～１１０℃で２～３時間蒸す」（【００２２】）という本

件明細書の記載と合致しない。Ａは、本件の審判手続の尋問において、自ら発明ノ

ートを作成したことはないことを前提とした発言をしているが（甲７４の３・１３

５項目）、これは試行錯誤を繰り返していたはずの発明者としておよそ不自然とい25 

うほかない。 
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被告は、本件各発明においては乾燥工程にタンブラー乾燥機を用いることが重要

である旨主張する。しかし、前記２(5)(8)のとおり、新栄染色には、平成１８年頃

から既にタンブラー乾燥機が設置されており、平成２３年頃にはその台数が３台に

増加していたことが認められる。Ｂらが作成し、平成２１年８月２０日に被告大阪

営業所からＦＡＸ送信されたものと認められるメモ（甲１０６）によっても、遅く5 

とも同日までには、新栄染色では、乾燥工程にタンブラー乾燥機を用いていたこと

がうかがえる。前記２(10)のとおり、Ａ自身が作成した平成２４年１月１０日付け

メモ（甲１００の３）にも、新栄染色に関し、タンブラー方式はコストが高いこと

から平成２４年中旬にテンター方式へ変更する旨の記載がある。これらの点に照ら

すと、遅くとも、平成２４年までには、ベルベット織物の製造分野において乾燥工10 

程にタンブラー乾燥機を利用することは普通に行われていたと認めるのが相当であ

るから、本件各発明において創作されたものとは認められない。Ａは、中和剤を用

いることで精練工程の後の脱水工程を省略し、ウィンス機で精練工程と染色工程が

できるようになったと証言しているが（証人Ａ〔６頁〕）、そもそも中和剤を用いる

ことは本件各発明の特許請求の範囲に記載された事項ではなく、本件明細書には「ウ15 

ィンス機を使用して、」「立毛シートを処理液（例えば、アルカリ剤、非イオン活性

剤）中に順次送り込んで洗浄する」（【００２４】）との記載があるものの、中和剤を

用いることで脱水工程を省略することができる旨の記載はないから、結局、上記Ａ

の証言は、それが発明について述べたものだとしても、本件各発明とは関係のない

別の発明について述べるものにすぎない。Ａは、小型、大型、中型のタンブラーで20 

試し、中型のタンブラーを用いることで目的を達成することができたとも証言して

いるが（証人Ａ〔９頁〕）、本件発明３の特許請求の範囲にはタンブラーの大きさに

ついての言及はなく、本件明細書の記載を考慮しても、「タンブラー」の大きさは不

明であり、特許請求の範囲に記載された「タンブラー」が「中型のタンブラー」で

あり、タンブラーの大きさが何らかの技術的意義を有するものであると解すること25 

ができるような記載もない。 
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以上を総合すると、Ａが染色工程につき様々な工夫をしたことがあったとしても、

いずれも本件各発明に係る特許請求の範囲の内容に含まれるものではないから、本

件各発明の発明者がＡであるとの被告の主張を採用することはできない。他にＢが

平成２１年３月よりも前に本件各発明をいずれも完成させていた旨の前記認定を覆

すに足りる主張立証はない。 5 

(5) したがって、本件各発明に係る発明者はＢであると認めるのが相当であるか

ら、本件の出願は冒認出願に当たり、本件特許には特許法１２３条１項６号の無効

理由がある。また、原告は、Ｂから特許を受ける権利の一部について譲渡を受け（甲

１６）、残部はＢの相続人の全員が相続放棄したことにより原告に帰属したから（甲

１１０、１１１）、本件各発明に係る特許を受ける権利を有する。 10 

よって、本件特許について冒認出願の無効理由がないとした本件審決の判断には

誤りがある。 

第６ 結論 

以上の次第で、原告の主張する取消事由３及び４には理由があり、その余の取消

事由について検討するまでもなく本件審決は取り消しを免れないから、主文のとお15 

り判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第２部 
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       裁判長裁判官                       

                  清   水       響     25 
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          裁判官                       

                  浅   井       憲    
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          裁判官                       

                  勝   又   来 未 子     
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（別紙１特許公報（甲９４）全６頁省略） 
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別紙２ 
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別紙３  

 

 

 


